
亀 山 市 告 示 第 ６ ３ 号  

亀 山 市 自 治 会 が 設 置 す る 防 犯 灯 施 設 に 対 す る 設 置 費 等 補 助 金 交 付

要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 自 治 会 が 設 置 す る 防 犯 灯 施 設 に 対 す る 設 置 費 等 補 助 金

交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示  

 

亀 山 市 自 治 会 が 設 置 す る 防 犯 灯 施 設 に 対 す る 設 置 費 等 補 助 金 交 付

要 綱 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 告 示 第 ４ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

第 １ 条 中 「 当 該 施 設 の 設 置 」 を 「 施 設 の 新 設 、 改 修 」 に 改 め る 。  

第 ３ 条 第 １ 項 中 「 補 助 の 」 及 び 「 防 犯 効 果 が 大 き く 、 か つ 、 」 を

削 り 、 「 の う ち 、 」 を 「 で あ っ て 」 に 、 「 該 当 す る 施 設 」 を 「 該 当

す る も の 、 自 治 会 が 設 置 し て い る 施 設 で あ っ て 当 該 施 設 の 専 用 柱 の

腐 食 又 は 破 損 に よ り 撤 去 を 必 要 と す る も の そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 施

設 で あ っ て 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る も の 」 に 改 め 、 同 項 た だ し 書 を

削 り 、 同 項 第 １ 号 中 「 ４ ０ ワ ッ ト 以 内 の 」 を 「 ４ ０ ワ ッ ト 以 下 の 一

般 電 球 に 相 当 す る 明 る さ の Ｌ Ｅ Ｄ 電 球 を 用 い る こ と そ の 他 の 市 長 が

別 に 定 め る 基 準 を 満 た す 」 に 改 め 、 同 項 第 ２ 号 中 「 既 存 の 施 設 」 を

「 施 設 又 は そ の 一 部 」 に 改 め 、 「 新 た に 設 置 す る 」 を 削 り 、 「 ４ ０

ワ ッ ト 以 内 の 発 光 ダ イ オ ー ド を 光 源 と す る Ｌ Ｅ Ｄ 」 を 「 ４ ０ ワ ッ ト

以 下 の 一 般 電 球 に 相 当 す る 明 る さ の Ｌ Ｅ Ｄ 電 球 」 に 改 め 、 「 用 い た

施 設 」 の 次 に 「 に 改 修 し た 施 設 」 を 加 え 、 同 項 第 ３ 号 を 削 り 、 同 条

第 ２ 項 中 「 に 係 る 」 を 「 の 」 に 改 め る 。  

第 ６ 条 第 １ 項 中 「 以 下 」 を 「 次 条 及 び 第 ８ 条 に お い て 」 に 改 め 、

「 見 積 書 」 の 次 に 「 の 写 し 」 を 加 え 、 同 条 第 ３ 項 中 「 （ 以 下 「 申 請

者 」 と い う 。 ） 」 を 削 る 。  

附  則  



こ の 告 示 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


